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（目的） 

第１条 この要綱は、成長が期待される産業分野（情報・通信、医療・福祉、環境、バイオテクノロジー及び新

製造技術）において、中小企業者等が実施する新製品・新技術等の研究開発事業に対し、熊本市新製品・新技

術研究開発事業助成金（以下「助成金」という。）を交付することにより、独自の優れた製品･技術をもつ企業

の育成を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 中小製造業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第1項に規定する中小企業者のうち、

日本標準産業分類（平成２５年１０月改定）における大分類Ｅ製造業又は大分類Ｇ情報通信業の中分類３９

情報サービス業を営む者をいう。 

(2)  小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する者のうち、日本標準産業分類（平成２５年１０月

改定）における大分類Ｅ製造業又は大分類Ｇ情報通信業の中分類３９情報サービス業を営む者をいう。 

（助成対象者） 

第３条 この要綱において、助成の対象となるもの（以下「助成対象者」という。）とは、熊本市内に主たる事業

所を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、団体の場合は、構成員の２分

の１以上が熊本市内に主たる事業所を有する中小製造業者又は小規模企業者をもって組織されたものをいう。 

(1) 中小製造業者又は小規模企業者 

(2) 中小製造業者又は小規模企業者を主体とした事業協同組合又は協業組合 

(3) 中小製造業者又は小規模企業者を主体とした任意団体 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、助成対象者としない。 

(1) 当助成金の交付を受けようとする年度の前年度に助成金の交付を受けたもの 

(2) 市税を完納していないもの 

(3) 熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４号）第２条第１号から第３号までの規定に該当しないもの 

（助成事業） 

第４条 助成金の交付対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、前条に規定するものが実施する次に掲げ

る事業であって、原則として国、他の地方公共団体等の補助金を同時に受けていないものとする。 

(1) 前条第１項に規定するもののうち、中小製造業者、中小製造業者を主体とした事業協同組合若しくは協業

組合又は中小製造業者を主体とした任意団体が実施する新製品・新技術の研究開発事業（以下「新製品・新

技術枠」という。） 

(2) 前条第１項に規定するもののうち、小規模企業者、小規模企業者を主体とした事業協同組合若しくは協業

組合又は小規模企業者を主体とした任意団体が実施する新製品・新技術の研究開発事業（以下「小規模企業



重点枠」という。） 

（助成額及び助成対象経費等） 

第５条 助成額については、別表に定めるところにより算定した額を基礎として、予算の範囲内で定めるものと

する。 

２ 前項の助成額の基礎となる助成対象経費等は、別表に定めるものとする。 

（助成対象期間） 

第６条 助成対象期間については、第１０条に規定する通知（以下「採択通知」という。）のあった日からその日

の属する年度の２月末日までとする。 

（専門家の派遣） 

第７条 市長は、小規模企業重点枠の交付決定を受けた者に対して、助成対象期間からその翌年度末までの間、

中小企業診断士等の専門家を予算の範囲内で派遣するものとする。 

（助成金交付の条件） 

第８条 助成金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 助成事業完了後は、原則として５年間は熊本市内に事業所をおいて活動すること。 

(2) 助成事業を実施した成果の事業化について、その実現に努めること。 

(3) 助成事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を助成事

業完了後５年間保存すること。 

(4) 助成事業実施者は、市長が助成事業の運営及び経理等の状況について検査又は報告を求めた場合は、これ

に応じること。 

（事業計画書の提出） 

第９条 助成金の交付を受けようとするものは、新製品・新技術研究開発事業計画書（様式第１号）に必要な書

類を添付して、市長に提出しなければならないこととする。 

（審査及び助成事業の採択） 

第１０条 市長は、前条に規定する計画書を受理したときは、その内容を別に定める審査会にて審査し、助成事

業として採択した場合は、必要な条件を付して、助成金の交付を受けようとするものに通知するものとする。 

２ 前項に定める審査は、次の基準により行うものとする。 

(1) 事業内容が研究開発事業であり、新規性・独自性が認められるものであること。 

(2) 技術力・資金計画等に妥当性があり、事業化の可能性が期待できるものであること。 

(3) 市場性に優れ本市経済の活性化に資するものであること。 

（助成金の交付申請） 

第１１条 前条の規定による採択を受けたものは、新製品・新技術研究開発事業助成金交付申請書（様式第２号）

に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならないこととする。 

（助成金の交付決定） 

第１２条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、助

成金の交付を決定し、新製品・新技術研究開発事業助成金交付決定通知書（様式第３号）により助成金の交付

申請を行ったものに通知するものとする。 

（計画の変更） 

第１３条 前述の規定による通知書を受けたものが、その事業内容について変更したときは、遅滞なく新製品・

新技術研究開発事業助成金計画変更申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない

こととする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

（助成金の交付取消・変更） 

第１４条 市長は、前条に規定する計画変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認められると

きは、交付決定を取消し又は変更することができる。 

２ 前項の規定による取消し又は変更を行ったときは、新製品・新技術研究開発事業助成金交付取消（変更）決

定通知書（様式第５号）により計画変更申請を行ったものに通知するものとする。 

（実績報告） 

第１５条 交付決定を受けたものは、助成事業が完了したときは、その日から３０日を経過する日又は当該年度

の２月末日のいずれか早い日までに、新製品・新技術研究開発事業完了実績報告書（様式第６号）に必要な書類

を添付して、市長に提出しなければならないこととする。 

（助成金の交付確定） 

第１６条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び実地調査を行い、助成事

業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき助成金

の額を確定し、新製品・新技術研究開発事業助成金交付確定通知書（様式第７号）により助成金の交付決定を



受けたものに通知するものとする。 

（助成金の請求及び交付） 

第１７条 前条に規定する通知書を受けたものは、速やかに請求書を市長に提出しなければならないこととする。 

２ 市長は、前項の請求書を受理した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。 

３ 助成事業の性質上その事業の完了前に交付することが適当と認めるときは、分割して概算額を交付すること

ができる。 

４ 前項の概算交付を受けようとするものは、新製品・新技術研究開発事業助成金概算交付申請書（様式第８号）

を市長に提出しなければならないこととする。 

５ 市長は、第３項の概算額の交付決定をしたときは、新製品・新技術研究開発事業助成金概算交付通知書（様

式第９号）により、概算額の交付を受けようとするものに通知するものとする。 

（財産管理及び処分の制限） 

第１８条 交付決定を受けたものは、助成事業により取得した機械装置等の財産（以下「取得財産等」という。）

について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならないこととする。 

２ 取得財産等のうち、その取得した価格が５０万円以上のものについて、助成金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供してはならないこととする。ただし、やむを得ない事由

があるときは、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならないこととする。 

３ 市長は、前項で承認した当該取得財産等の処分により、交付決定を受けたものに収入が生じた場合は、その

全部又は一部を市に納付させることができる。 

４ 前３項の規定は、助成事業完了後、５年間適用する。 

（工業所有権に関する届出） 

第１９条 交付決定を受けたものは、助成事業の実施により、発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意

匠権を助成事業年度又は助成事業完了後５年以内に出願し、若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し、若

しくは実施権を設定した場合は、その旨を市長に届け出なければならないこととする。 

（決定の取消し） 

第２０条 市長は、交付決定を受けたものが助成事業に関して次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく市長の指示に違反し

たとき。 

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。 

(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(4) 助成金を使用する以前に助成金を受けた団体等が解散したとき。 

（助成金の返還） 

第２１条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が

交付されているときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。 

２ 市長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき

は、期限を定めて、これを返還させるものとする。 

（違約加算金） 

第２２条 交付決定を受けたものは、第２０条の規定による取消しを受け、助成金の返還を請求されたときは、 

その請求に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合 

におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき、熊本市補助金等交付規則第１４条

第１項に定める率を乗じて計算した違約加算金を市に納付しなければならないこととする。 

２ 助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を請求された額 

に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額を 

超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとす 

る。 

３ 第１項の違約加算金を納付しなければならない場合において、交付決定を受けたものの納付した金額が返還 

を請求された助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求された助成金の額に充てられ

たものとする。 

（他の助成金等の一時停止等） 

第２３条 市長は、交付決定を受けたものが助成金の返還を請求され、当該助成金又は違約加算金の全部又は一 

部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、 

相当の限度においてその交付を一時停止することができることとする。 

（その他） 



第２４条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、熊本市補助金等交付規則（昭和４

３年規則第４４号）及び市長が別に定めるところによる。 

 

附 則  

 この要綱は、平成１６年５月１日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１０日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。ただし、改正後の第２条

第２項第１号の規定は、平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、同日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年７月１日から施行し、同日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年８月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年３月２７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この要綱は、令和２年１０月７日から施行する。ただし、改正後の第６条第１項の規定は、令和２年４月１日

から適用する。 

 附 則 

 この要綱は、令和３年４月１２日から施行する。 

 附 則 

 １ この要綱は、令和４年４月２５日から施行する。 

 ２ この要綱の施行日において、改正後の第３条第２項第１号に該当するものは、同日から令和５年２月２８

日までの間は、同号に該当しないものとして助成対象者とすることができる。ただし、同条第１項に該当し

ないもの及び同条第２項第２号に該当するものを除く。 

 附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和６年４月１９日から施行する。 



別表（第5条関係） 

１ 助成率及び限度額 

 

 

２ 助成額 

① 助成額は、一助成対象者において、助成対象経費の総額に、上記１の助成率を乗じた額で上記１の限度額

の範囲内であって、要綱第１０条による審査結果を考慮して決定する。 

② 前号の規定により算出される額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を助成金

の額とする。 

 

３ 助成対象経費 

 

備考 委託費と直接人件費の合計額は、総事業費の１／２を超えないものとする。ただし、情報サービス業にお

いてはこの限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 助成率 限度額 

新製品・新技術枠 ２分の１ ２００万円 

小規模企業重点枠 ２分の１ １００万円  

経 費 区 分 内   容 

謝 金 専門家謝金 

旅 費 専門家旅費、職員旅費 

研究開発事業費 

原材料及び副資材の購入に要する経費 

構築物の購入、建造、改良、据付け、借用、保守、修繕に要する経費 

機械装置・工具器具の購入、研究に必要な（汎用性のない）備品の購入 

試作費、設計費、実験費、加工費（外注も含む） 

委託費 

研究開発事業費の一部を委託する経費（総事業費の１／３を超えない額、情報サー

ビス業においては総事業費の２／３を超えない額）であり、自社内で行うことが困

難なもの。 

直接人件費 
研究開発に直接関与する者の直接作業時間に係る人件費（総事業費の１／３を超え

ない額、情報サービス業においては総事業費の２／３を超えない額） 

その他の経費 上記に掲げるものの他、市長が特に必要と認める経費 



様式第１号（第９条関係） 

 

新製品・新技術研究開発事業計画書 

（新製品・新技術枠   小規模企業重点枠） 

 

                           年  月  日 

 

熊本市長 （宛） 

 

住 所 

申請者 企業名 

               （団体名） 

代表者           

 

 熊本市新製品・新技術研究開発事業助成金交付要綱第9条の規定により下記のとおり事業計画書を提出します。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成事業の内容   別紙事業計画書のとおり 

 

３ 助成対象経費                  円 

 

４ 交付を受けようとする助成金の額           円 

 

５ 添付資料 

（１） 事業計画書 

（２） 事業収支予算書 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新製品・新技術研究開発事業計画書 

 

（注）この計画書がそのまま審査資料となりますので、具体的に分かるように簡潔･明快に記入してください。 

 

助 成 事 業 の 名 称 

（ 製 品 名 ） 
 

キャッチフレーズ 

（従来製品との違い等を簡潔に） 
 

 

Ⅰ 申請者の概要 

企業名 

(団体名) 
 所在地 

〒 

代表者 

役職・氏名 

 

 

 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

担当者 

役職・氏名 
 

ＵＲＬ  

Ｅ－mail  

設立年月日  業 種  

従業員数             人 資本金              万円 

取扱商品 

業務内容 

 

過去、公的支援を受

けた事例（補助金・

計画認定等） 

 

     

 

＊ 団体等の場合は、その構成する企業等の概要一覧を添付してください。 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 事業計画 

１ 申請事業の具体的内容（研究開発の内容、製品の技術的原理など） 

 

 

 

２ 申請事業の概要 

（1）新規性・独自性 

 

（2）技術力（既存の従来技術、製品に対する優位性） 

 

 

 

 



３ 申請事業の実現可能性 

（1）現状分析（市場の状況、規模、将来予測等） 

 

 

（2）実現可能性（目標設定、事業スキーム等） 

 

 

（3）申請事業の実施方法（実施場所、実施体制） 



（4）申請事業完了後における事業展開の方法・スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業開始及び完了予定日     年  月  日 ～   年  月  日 

（5）申請者の経験、能力、資格、知的所有権の有無等 

 

 

 

＊ パンフレット、技術資料等の説明資料があれば添付してください。 

＊ 試作機械装置、試作品には、仕様書、図面を必ず添付してください。 

 

 

Ⅲ 資金計画 

 1 申請事業の資金調達内訳 

区  分 金 額（千円） 備考（調達先等） 

1 自己資金   

2 借入金   

3 熊本市助成金   

4 その他   

   

   

総事業費合計   



2 資金支出内訳 

                              （単位：千円） 

経費区分 
経費区分の内訳 

積算明細 
助成対象経費 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

助成対象経費合計（Ａ） 
 

 
 

助成金申請額（Ｂ） 
 

 
 

 

※（Ｂ） ≦ （Ａ）× １／２ 

※委託費及び直接人件費は、それぞれ総事業費の１／３を超えない額、情報サービス業においては総事業費の２

／３を超えない額とする。また、委託費と直接人件費の合計額は、総事業費の１／２を超えない額とする。ただ

し、情報サービス業においてはこの限りではない。 



様式第２号（第１１条関係） 

 

新製品・新技術研究開発事業助成金交付申請書 

 

                          年  月  日 

 

熊本市長 （宛） 

   

住 所 

申請者 企業名 

               （団体名） 

代表者          

 

 熊本市新製品・新技術研究開発事業助成金交付要綱第11条の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成事業の内容    

 

３ 助成対象経費             円 

 

４ 交付を受けようとする助成金の額                円 

 

５ 添付資料 

（１） 事業計画書 

（２） 事業収支予算書 

（３） その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第１２条関係） 

 

発第    号 

 年  月  日 

住 所 

企業名 

（団体名） 

代表者               様 

熊本市長  

 

新製品・新技術研究開発事業助成金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった    年度新製品・新技術研究開発事業助成金については、

熊本市新製品・新技術研究開発事業助成金交付要綱第 12条の規定により下記のとおり交付決定したので通知しま

す。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成事業の内容 

 

３ 助成対象経費              円 

 

４ 助成金交付決定額            円 

 

５ 助成金は、事業完了後、実績報告に基づき確定された金額を請求により交付する。 

請求の際には本書の写しを添付すること。 

 

６ 交付の条件は次のとおりとする。 

（１） 助成事業に要する予算を変更し、又は助成事業の内容を変更しようとするときは、市長の承諾を受け

なければならない。 

（２） 助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承諾を受けなければならない。 

（３） 助成事業が予定の期間内に完了しないとき又は助成事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長

に報告して、その指示を受けなければならない。 

（４） 助成事業が完了したときは、その日から３０日を経過する日又は当該年度の２月末日のいずれか早い

日までに、事業完了実績報告書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 

７ 助成の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が助成を不適当と認めた場合は、この決定

を取り消し、又は助成決定額を減じることがある。この場合において、既に交付された助成金があるときは、

その返還及び助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ年１０.９５パーセントの割合で計算した違約

加算金を請求する。 

 

８ 前項に規定する請求に応じた助成金の返還等がされない場合において、本市が申請者に対し支払うべき他の 

助成金等があるときは、当該他の助成金等の交付を一時停止することがある。 

 

９ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第199条第7項の規定により監査をすることがある。 

 

１０ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第221条第2項の規定により、その状況を調査し、又は報告を徴

することがある。 

 

 

 



様式第４号（第１３条関係） 

新製品・新技術研究開発事業助成金計画変更申請書 

 

                           年  月  日 

 

熊本市長 （宛） 

 

住 所 

申請者 企業名 

（団体名） 

代表者           

 

    年  月  日付け    発第    号で助成金交付決定通知のあった   年度事業については、

下記のとおり計画変更したので承認願います。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成事業の実施期間    年  月  日 ～    年  月  日 

 

３ 計画変更の内容 

 

 

４ 計画変更の理由 

 

 

 

５ 添付書類 

（１） 助成金の計画変更内容の基礎となる資料(事業計画書・事業収支予算書等) 

（２） その他市長が必要と認める書類（交付決定通知書写等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第１４条第２項関係） 

 

 

                       発第    号 

 年  月  日 

 

住 所   

企業名   

（団体名） 

代表者             様 

 

熊本市長  

 

新製品・新技術研究開発事業助成金交付取消・変更決定通知書 

 

年  月  日付け  発第    号で通知した    年度新製品・新技術研究開発事業助成金

については、熊本市新製品・新技術研究開発事業助成金交付要綱第 14条第2項の規定により次のとおり取消・変

更したので通知します。 

 

     

 

 

 

記 

 

１ 助成事業の名称  

 

２ 助成事業の内容   

 

３ 助成対象経費               円 

 

４ 助成金交付変更決定額            円 

 

５ 取消・変更の理由 

 

 

６ 助成金は、事業完了後、確定された金額を請求により交付する。請求の際には本書の写しを添付するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１５条関係） 

新製品・新技術研究開発事業完了実績報告書 

 

                           年  月  日 

 

熊本市長 （宛） 

 

住 所 

申請者 企業名 

               （団体名） 

代表者      

 

    年  月  日付け  発第    号で助成金交付決定通知のあった   年度事業については事業

が完了したので熊本市新製品・新技術研究開発事業助成金交付要綱第 15条の規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成金交付決定額            円 

 

３ 助成金交付確定予定額          円 

 

４ 添付資料 

（１） 事業実施報告書 

（２） 事業収支決算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 事業実施報告書 

 

助 成 事 業 の 名 称  

研究開発期間 開始：   年  月  日     終了：   年  月  日 

実施場所  

(1) 事業内容の概要（研究開発の目的・内容・方法等） 

 

 

(2)実施事業の成果（開発の経過、内容等について、図面、図表、写真等を含め、できる限り具体的かつ詳細

に記入してください。） 

 



（3）今後の展開（評価・課題、今後の展開方針、事業化の見込み等） 

（4）研究開発期間中に取得した工業所有権等の概要 

 

 

2. 事業収支決算書 

（1）経費支出実績等 

（単位：円） 

対象経費支出実績額 
助成金交付確定予定額 

(Ａ) 

助成金受領額 

（概算交付額） 

（Ｂ） 

差 額 

(Ａ) ― (Ｂ) 

    

 

（2）収 入 

(単位：円) 

区  分 金  額（円） 備考（調達先等） 

1 自己資金   

2 借入金   

3 熊本市助成金（交付確定予定額）   

4 その他   

   

総事業費合計   

 

 



（3）支 出 

                           （単位：円） 

経費区分 経費区分の内訳等 支出額 備 考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

助成対象経費支出合計（Ｃ）   

助成金交付確定予定額（Ｄ）   

助成金交付決定額（Ｅ）   

差額（Ｄ）―（Ｅ）   

＊申請当初の額と支出決算額が著しく相違する場合は、その理由を備考に記入してください。 

  

 



様式第７号（第１６条関係） 

                      

                     発第    号 

                           年  月  日 

 

住 所 

企業名 

（団体名） 

代表者               様 

 

熊本市長  

 

新製品・新技術研究開発事業助成金交付確定通知書 

 

 

    年  月  日付け    発第    号で通知した    年度熊本市新製品・新技術研究開発事

業助成金については、熊本市新製品・新技術研究開発事業助成金交付要綱第 16条の規定により確定したので下記

のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 助成金交付確定額         円 

 

・うち概算交付額         円 

・差し引き残額          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１７条第４項関係） 

新製品・新技術研究開発事業助成金概算交付申請書 

 

                           年  月  日 

 

熊本市長 （宛） 

 

住 所 

申請者 企業名 

                         （団体名） 

代表者      

 

    年  月  日付け    発第   号で通知のあった    年度事業に対する助成金について、

熊本市新製品・新技術研究開発事業助成金交付要綱第17条第4項の規定により、下記のとおり、概算交付を申請

します。 

 

記 

 

１ 助成事業の名称 

 

２ 助成金概算交付額             円 

 

３ 助成金交付決定額             円 

 

４ 概算交付申請理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第１７条第５項関係） 

 

                      

                     発第    号 

                           年  月  日 

 

住 所 

企業名 

（団体名） 

代表者              様 

 

熊本市長  

 

新製品・新技術研究開発事業助成金概算交付通知書 

 

     年  月  日付け    発第    号で通知した    年度新製品・新技術研究開発事業に

対する助成金については、熊本市新製品・新技術研究開発事業助成金交付要綱第17条第 5項の規定により下記の

とおり概算交付する。 

 

記 

 

１ 助成金概算交付額             円 

 

２ 助成事業完了後、事業完了実績報告書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 

 

 

 


